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初期・二次医療機関における救急救命士の
職務内容等や病院間搬送の際の注意点



初期・二次医療機関における
救急救命士の職務内容等



タスク・シフト/シェア推進に関する検討会
実施可能な業務について＜救急救命士＞
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厚生労働省：タスク・シフト/シェア推進に関する検討会 議論の整理の公表

患者の観察
病院内での
患者移送

救急室等での
診療経過の記録

救急室での
救急車受け入れ
要請の電話対応



救急車受け入れ要請の電話対応
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救急救命士ジャーナル：新型コロナウイルス感染症流行期における院内救急救命士によるタスク・シフトの成果

A病院での運用実績

1カ月で 90 件以上(663分)
タスク・シフトを達成

2次救急における救急車受け入れ電話対応
⚫救急隊：現場の状況、患者重症度の判断
⚫医療機関：救急外来受け入れマンパワー、病床稼働状況
→病院前〜院内をつなぐ“連続した視点”を持つ



患者対応における救急救命士の
業務可能範囲

日本医科大学多摩永山病院院内周知文書一部抜粋

医師・看護師との
共通認識

医師がより「診療」に
看護師がより「看護」に注力できるよう
救急救命士の業務形成をしていく



患者対応における知識の必要性

受傷機転
バイタルサイン

身体所見
問診

十二誘導心電図
血糖測定

病院前

医療機関

血液検査
血ガス
血算
生化学
凝固 レントゲン

CT MRI

エコー 内視鏡

血管造影

多種多様な検査が実施されるため
検査ごとの特徴と注意点は理解しておく必要がある



⚫消防機関からの受け入れ要請に対応する記録の作成
⚫患者の院内搬送
⚫医師が実施する処置の支援
⚫各種検査の説明、同意書の受領
⚫紹介元からの診療情報提供書、画像情報等の管理
⚫転院先の手配・調整
⚫ドクターカー、病院救急車の管理・運行
⚫症例データバンク等への情報登録
⚫医療物品の管理、補充、請求
⚫医師事務作業補助

救急救命士が医療機関内で実施する
救急救命処置以外の業務
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医療機関に勤務する救急救命⼠の救急救命処置実施についてのガイドライン



処置記録・レジストリ入力
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• 処置記録
• 救急救命処置録
• 医療機関ごとのフォーマットに準じた診療経過記録
（現病歴、バイタルサイン、既往歴 など）

• レジストリ入力



救急外来における教育

日本医科大学多摩永山病院院内チェックリスト一部抜粋

マニュアル
・

チェックリスト
を活用した進捗把握



ラダーを用いた生涯教育
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ラダーⅠ ラダーⅡ ラダーⅢ ラダーⅣ ラダーⅤ

役職 副係長／係長／主任等の指導的立場 係長／課長等の管理職的立場

年数（目安） 1年目 2～3年目 4～5年目 6～7年目以上 10年目前後

一般外来

・ER受診の一連の流れを理解するこ
とができる
・救急隊からのホットライン対応・外
線電話対応ができる
・軽症患者の対応ができる
・患者急変時に報告ができる
・医療安全の知識・技術を習得する

・医師、看護師と連携し、重症患者
対応ができる

・医師、看護師と連携しリーダー業
務ができる
医師・看護師・技術職と連携し、チー
ム医療を実践できる
・医療安全を理解し周囲と連携し行
動できる

・医師・看護師と連携し症例検討会の
実施ができる

・ER運営会議（救急委員会など救命
処置の管理委員会）へ参画し、他職
種と連携してER全体の業務改善が
できる
・院内の医療安全委員会等に参加
する

医師事務作業補助

・医師事務作業補助者の資格を取
得する
取得後、先輩見守りの元オーダリン
グや診療情報提供書の作成等を実
施する
・個人情報の取り扱いができる

オーダリング、診療情報提供書等の
作成を実施できる

医師事務作業補助の資格について適
切に説明でき、後輩に指導ができる

資格の優位性を活かし他職と連携し
院内のマニュアル等の改定に参画
し業務改善が図れる

救急救命処置
・特定行為以外の救急救命処置が
実施できる
・救急救命処置録の記入ができる

・特定行為を含む救急救命処置が
実施できる
・特定行為以外の救急救命処置をラ
ダーⅠに指導できる

・特定行為を含む救急救命処置をラ
ダーⅠ、Ⅱに指導できる
・救急救命処置録を管理できる

・救急救命処置に関して委員会で報告
できる
・処置に関してのインシデント報告がで
きる

・救急救命処置に関して委員会にて
運営・対応できる

病院救急車運用
・軽症患者の搬送途上の患者管理
ができる

・緊急走行等の研修への参加
・救急車の運転ができる
・ラダーⅢ以上と一緒に急変対応が
できる

・緊急走行が行え、指導できる
・急変対応でリーダーシップをとるこ
とが出来る
・他院への引継ぎができる

・ラダーⅡ、Ⅲに指導することが出来る
・病院救急車に関する運用マニュアル
をラダーⅤの指示のもと作成する事が
できる

・病院救急車の運用に関して院内、
院外との連携を図ることが出来る
・病院救急車に関する運用マニュア
ルを作成する事ができる

救急外来業務

日本病院救急救命士ネットワーククリニカルラダー一部抜粋



ラダーを用いた生涯教育
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病院間搬送の際の注意点



消防救急車における転院搬送割合
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総務省消防庁：令和5年度版救急救助の現況

全出動件数の約8％を
転院搬送が占めている



第8次医療計画における転院搬送の強調
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第8次医療計画における転院搬送の強調
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高次医療機関からの転院搬送を行う場合には
医療機関が保有する搬送用車両等を活用する



転院搬送の課題に対する救急救命士の活用
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【課題】

•医師・看護師が多忙で同乗が困難

•運転手を24時間確保することが困難

•病院救急車の運用費用は病院の持ち出し



転院搬送の課題に対する救急救命士の活用

【課題】

• 医師・看護師が多忙で同乗が困難

• 運転手を24時間確保することが困難

• 病院救急車の運用費用は病院の持ち出し

救急病床確保に寄与

【救急救命士の活用】

• 病院前医療を主として行える職種

• 診療報酬改定による救急患者連携搬送料の導入

→救急救命士同乗の「下り搬送」で最大1800点



救急患者連携搬送料の新設

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他
の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医
療機関において入院医療を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送
を行った場合に算定する。この場合において、区分番号Ｃ００４に掲げる救急搬送診療料
は別に算定できない。

[施設基準]
（１）救急搬送について、相当の実績を有していること。
（２）救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間で

あらかじめ協議を行っていること。
（３）連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の臨床経過について、

転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制が整備されていること。
（４）連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた

緊急の診療提供体制を確保していること。

※2024年度より



救急患者連携搬送料の新設

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関に
おいて入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を
提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合
において、区分番号Ｃ００４に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。

[施設基準]
（１）救急搬送について、相当の実績を有していること。
（２）救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間で

あらかじめ協議を行っていること。
（３）連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の臨床経過について、

転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制が整備されていること。
（４）連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた

緊急の診療提供体制を確保していること。

１ 入院中の患者以外の患者の場合(外来患者)1800点
２ 入院初日の患者の場合1200点
３ 入院２日目の患者の場合800点
４ 入院３日目の患者の場合600点

※2024年度より



病院救急車による転院搬送実務

•病院救急車による転院搬送の種類

•緊急走行に関連する交通法規

•交通事故発生時の対応

•急変時対応について

•転院搬送時の感染防御

•医療ガスについて

•医療機器、電源について

• ストレッチャーの取扱い

•病院救急車の管理

•書類や記録管理

車両運行

患者管理
医療安全



転院搬送前の準備事項



転院搬送中の確認事項



転院搬送後の確認事項



20XX 24

患者対応・転院搬送業務まとめ

チーム
医療

感染
対策

医療
安全

医師・看護師等と
救急救命士の業務の共通認識をもつ

救急外来・患者移送・転院搬送
様々な環境で安全な業務確立を
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